
令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

神
奈
川
県
横
須
賀
市
小
原
台
二
番
二
九
号

株
式
会
社
Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｏ

代
表
清
算
人

渡
邊

靖

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
貝
塚
一

五

一
四

株
式
会
社
玖
松

代
表
清
算
人

伍

達

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
二
日
総
社
員
の
同
意
に

よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る

方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

神
奈
川
県
平
塚
市
大
神
六
丁
目
七
番
一
一
号

合
同
会
社
ひ
ろ
ま
る

清
算
人

丸
山

広
夢

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

神
奈
川
県
横
浜
市
瀬
谷
区
阿
久
和
西
一
丁
目
一
番

地
二

六
〇
四
号

株
式
会
社
エ
ム
ケ
イ
テ
ッ
ク

代
表
清
算
人

宮
木

清

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
九
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

富
山
市
銀
嶺
町
六
番
二
八
号

株
式
会
社
Ｋ
Ｈ
Ｃ

代
表
清
算
人

間
仁
田
純
代

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
一
日
総
社
員
の
同
意
に
よ

り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を
有
す
る
方

は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出

下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

富
山
市
布
市
五
九
六
番
地

合
同
会
社
つ
か
田

清
算
人

雛
形

浩
之

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

石
川
県
金
沢
市
柳
橋
町
丁
四
〇
番
地
二

株
式
会
社
サ
カ
モ
ト

代
表
清
算
人

中
野

博
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が

な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

石
川
県
野
々
市
市
下
林
四
丁
目
四
三
二
番
地
二

株
式
会
社
だ
る
ま

代
表
清
算
人

中
村

哲
也

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
一
九
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

福
井
県
福
井
市
波
寄
町
第
五
号
六
番
地

フ
ジ
ナ
リ
建
設
株
式
会
社

代
表
清
算
人

伊
藤

智
繁

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
八
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

長
野
県
上
田
市
岩
下
一
〇
四
番
地

株
式
会
社
ト
ラ
ス
ト
ワ
ン

代
表
清
算
人

田
村

明
久

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

岐
阜
県
多
治
見
市
宝
町
五
丁
目
五
三
番
地

有
限
会
社
三
宅
重
建
工
業

清
算
人

三
宅

和
義

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

岐
阜
県
羽
島
郡
笠
松
町
柳
原
町
八
番
地

有
限
会
社
油
金
商
店

清
算
人

岩
田

美
雪

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
三
十
一
日
開
催
の
株
主
総
会

の
決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権

を
有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内

に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

岐
阜
市
早
田
大
通
一
丁
目
一
一
番
地

株
式
会
社
長
良
川
ボ
ウ
リ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

代
表
清
算
人

大
野

春
光

解
散
公
告

当
社
は
、
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。
な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な

い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

岐
阜
県
可
児
市
大
森
一
五
〇
一
番
地
の
五
一
六

株
式
会
社
セ
ラ
コ

代
表
清
算
人

深
川

哲
司

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

岐
阜
県
下
呂
市
森
一
四
八
〇
番
地
の
三

有
限
会
社
一
幸

清
算
人

早
川

幸
宏

解
散
公
告

当
法
人
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
を
も
っ
て
解
散
い
た

し
ま
し
た
の
で
、
当
法
人
に
債
権
を
有
す
る
方
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

静
岡
県
静
岡
市
葵
区
寺
島
三
九
三

特
定
非
営
利
活
動
法
人
伝
技
塾

代
表
清
算
人

濵

道
雄

解
散
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
五
月
十
五
日
開
催
の
株
主
総
会
の

決
議
に
よ
り
解
散
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
に
債
権
を

有
す
る
方
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か

ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
八
年
六
月
十
六
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
有
玉
南
町
一
八
六
七

一

株
式
会
社
Ｍ
ｅ
ｄ
ｉ
ｃ
ａ
ｌ

Ｃ
ｒ
ｅ
ｓ
ｔ

代
表
清
算
人

加
藤

寛
人


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